
さいたま市告示第１１１９号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項に規定する

指定区域を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告示する。

平成２２年８月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人  

１ 指定した区域及び埋立地の区分

   別紙のとおり

２ 連絡先

[略] 



指定番号 市区 大字 丁目、小字及び地番 埋立地の区分

一-１ さいたま市桜区 新開 四丁目 ３２５１番３、

３２５１番４、

３２５１番５、

３２５１番６の一部、

３２５２番１、

３２５２番２、

３２５２番３、

３２５２番４、

３２５２番５、

３２５２番６、

３２５２番７、

３２５３番２、

３２５３番３、

３２５３番４、

３２５３番５、

３２５３番１０、

３２５３番１１、

３２５３番１２、

３２５３番１３、

３２５３番１４、

３２５３番１５、

３２５３番１６、

３２５７番１、

３２５７番３、

３２５７番４、

３２５７番５、

３２５８番１、

３２５８番２、３２５８番３

廃棄物の処理

及び清掃に関

する法律施行

規則（昭和４

６年厚生省令

第３５号。以

下「規則」と

いう。）第１

２条の３１第

１号及び第２

号

一-2 さいたま市西区 大字西新井 字大山  １１７番１、１１７番３、

１１７番４、１１７番５、

１２０番１、１２０番５、

１２０番６、１２１番１、

１２１番３、１２１番４、

１２２番１、１２２番３、

１２３番、１２４番、

１２５番１、１２５番４、

１２５番５、１２６番１、

１２６番２、１２６番３、

１２７番１、１２７番２、

１２７番３、１２８番１、

１２８番２、１２８番３、

１２９番１、１２９番２、

１３０番、１３１番、

１３２番、１３３番、

１３４番、１３５番、

１３６番、１３７番１、

１３７番３、１３７番４、

規則第１２条

の３１第２号



１３８番、１３９番、

１４０番、１４１番、

１４２番、１４３番、

１４４番１、１４４番２、

１４５番１、１４５番２、

１４６番、１４７番、

１４８番、１４９番、

１５０番、１５１番、

１５２番、１５３番、

１５４番、１５５番、

１５６番、１５７番、

１５８番、１５９番、

１６０番、１６１番、

１６２番１、１６２番２、

１６３番１、１６３番２、

１６４番１、１６４番２、

１６４番３、１６５番１、

１６５番２、１６５番３、

１６６番１、１６６番２、

１６６番３、１６７番、

１６８番、１７３番、

１７４番、１７５番、

１７６番、１７７番、

１７８番、１７９番、

１８０番、１８１番、

１８２番、１８３番、

１８４番１、１８４番３、

１８５番１、１８５番３、

１８６番、１８７番１、

１８７番３、１８８番１、

１８８番３、１８８番４、

１８９番１、１８９番２、

１８９番３、１９０番、

１９１番、１９２番、

１９３番、１９４番、

１９５番、１９６番、

１９７番、１９８番、

１９９番

字走り下 ２１４番、２１５番、

２１６番、２１７番、

２１８番、２１９番、

２２０番、２２１番１、

２２１番２、２２４番１、

２２４番２、２２５番、

２２６番、２２７番、

２２８番、２２９番、

２３０番、２３１番、

２３２番、２３３番、

２３４番、２３５番、



２３６番、２３７番、

２３８番、２３９番、

２４０番、２４１番、

２４２番、２４３番、

２４４番、２４５番、

２４６番、２４７番、

２４８番、２４９番、

２５０番、２５１番、

２５２番、２５３番、

２５４番、２５５番、

２５６番、２５７番、

２５８番、２５９番、

２６０番、２６１番、

２６２番、２６３番、

２６４番、２６５番、

２６６番、２６７番、

２６８番、２６９番、

２７０番１、２７０番２、

２７１番、２７２番、

２７３番、２７４番、

２７５番、２７６番、

２７７番、２７８番、

２７９番、２８０番、

２８１番、２８２番、

２８３番、２８４番、

２８５番、２８６番、

２８７番、２８８番、

２８９番、２９０番、

２９１番、２９２番、

２９３番、２９４番、

２９５番、２９６番、

２９７番、２９８番、

２９９番、３００番、

３０１番、３０２番、

３０３番、３０４番、

３０５番、３０６番、

３０７番、３０８番、

３０９番、３１０番、

３１１番、３１２番、

３１３番、３１４番、

３１５番、３１６番、

３１７番、３１８番、

３１９番、３２０番、

３２７番

字中新井前５４７番１、５４７番２、

５４７番３、５４８番、

５４９番１、５４９番２、

５５０番、５５１番、

５５２番、５５３番、



５５４番、５５５番、

５５６番

一-3 さいたま市緑区 大字宮後 １番 規則第１２条

の３１第２号

一-4 さいたま市見沼区 大字宮ヶ谷

塔

大字小深作

字後   ７５３

字鍛冶屋敷９５４番１、９５９番３

字小山  ９６６番１

規則第１２条

の３１第１号

一-5 さいたま市北区 見沼 二丁目 ９４番１、９４番２、

９４番３、９４番４、

９４番５、９４番６、

９４番７、９４番８、

９４番９、９４番１０、

９４番１１、９４番１２、

９４番１３、９４番１４、

９４番１５、９４番１６、

９４番１７、９４番１８、

９４番１９、９４番２０、

９４番２１、９４番２２、

９４番２３、９４番２４、

９４番２５、９４番２６、

９４番２７、９４番２８、

９４番２９、９４番３０、

９４番３１、９４番３２、

９４番３３、９４番３４、

９４番３５、９４番３６、

９４番３７、９４番３８、

９４番３９、９４番４０、

９４番４１、９４番４２、

９４番４３、９４番４４、

９４番４５、９４番４６、

９４番４７、９４番４８、

９４番４９、９４番５０、

９４番５１、９４番５２、

９４番５３、９４番５４、

９４番５５、９４番５６、

９４番５７、９４番５８、

９４番５９、９４番６０、

９４番６１、９４番６２、

９４番６３、９４番６４、

９５番、２６８番

規則１２条の

３１第２号


